
２.活動内容
① 県民生活センターから送付する消費生活に関する情報により、従業員が消費者トラブル
やその対応などについて理解を深め、それを職場で共有したり、お客様や利用者、身近
な人に伝えたりするなど、消費者被害防止のためにできる範囲で啓発活動を行います。

② 消費者トラブルの話を見聞きした場合は、最寄りの消費生活相談窓口を紹介するなど、
できる範囲で情報提供を行います。
③ 消費生活に関する取組状況等について、県民生活センターにお寄せください。

３.登録方法
消費生活や消費者問題に関心があり、サポーターの趣旨にご賛同いただける企業・団体

（職場単位も可）であれば、サポーターに登録することができます。登録方法は、裏面を
ご覧ください。
登録期間は、年度単位とし、県が登録申出を受理した日から３月31日までとします。
登録期間終了後に更新もできます。年度末に改めて更新の希望についてお伺いします。
登録の更新を希望しない場合、登録の抹消の申し出があった場合は、登録を抹消します。

４.活動の支援
登録いただいた場合は、県民生活センターで次のような支援を行います。
① 消費生活に関する情報（啓発チラシやセミナー等案内）の提供 ※メール送信
② 従業員を対象とした研修や勉強会を行う場合に、講師（相談員等）を派遣
③ 企業・団体や取組概要を県ホームページで紹介

いわて消費者トラブル防止啓発キャラクター

１.消費生活サポーターとは?
消費者被害のない地域づくりをすすめるため、消費生活に

関する知識や理解を深め、身近な人や職場、地域に伝えるな
ど、啓発活動の担い手として活動いただくボランティアです。
サポーターに登録いただいた企業・団体には、県民生活セ

ンターから消費生活に関する情報等をお送りしたり、従業員
向けの研修への講師派遣などを行います。



5 .登録方法
下記登録申込用紙に必要事項を記載の上、郵便またはFAX、Eメールのいずれかでお申し

込みください。
登録用紙は県民生活センターホームページからダウンロードできます。

6 .お問い合わせ･申込み先
岩手県立県民生活センター
〒020-0021
盛岡市中央通三丁目１０－２
電話:019-624-2586
FAX:019-624-2790
E-mail:CB0001@pref.iwate.jp

【消費生活サポーター（企業・団体）登録申込用紙】

ふりがな
企業・団体名
（職場単位の登録の
場合、部署の名称） □ 県のホームページやチラシでの紹介に同意する

※同意いただける場合は、□に✓を記入

企業・団体のホー
ムページ（任意）

所在地・
従業者数

〒 ー

企業・団体（職場）の従業者数 人

担当者情報 氏名 部署

電話番号
E-mailアドレス
（情報提供先）
登録申込をされた
動機

参考情報
（貴社・貴団体の現在の状況をお知らせください。該当項目に✓）
□ 消費生活に関する研修を実施している
（過去に実施したことがある）

□ 従業員に消費生活アドバイザー等の有資格者がいる
※記入いただいた情報は、消費生活サポーターの運営以外の目的には使用しません。

岩手県消費生活サポーター 検索

消費生活Q&A★新着情報★
詳しくはこちら↓
岩手県HP→くらし・環境→消費生活
→消費生活Q&A→新着情報


